
　町では、現在の組織を住民のみなさんの声をより反映できるよ
う、実態にあった形とするために業務の内容を見直しました。 
　４月１日からの役場庁舎内の課の配置は図のとおりとなってい
ます。 

新設または変更した課の名称と主な業務内容 

役場行政機構図（４月１日より） 
※太字は新設又は業務に変更のある課を表します。 

（新　設） 

収　税　課 
（東庁舎１階） 

町税の徴収に関する事項 

住民相談室 
（東庁舎１階） 

住民相談に関する事項 
広聴に関する事項 

（変　更） 

都市整備課 
（北庁舎１階） 

下水道に関する事項 

追加、変更された主な事務 

土　木　課 
（北庁舎１階） 

建設課事務を承継 

企　画　課 
（東庁舎２階） 

企画調整課事務を承継 
予算および財政に関する事項 
情報政策に関する事項 

生活安全課 
（東庁舎２階） 

地域振興課事務を承継 
危機管理に関する事項 
交通災害共済に関する事項 

産業振興課 
（東庁舎２階） 

商工農政課事務を承継 

役場１階 

役場２階 

役場３階 

（東庁舎） 

総合案内 

健康生活課 
保健センター 
保険年金課 
収税課�
税務課 

（東庁舎） 

（東庁舎） 

（北庁舎） 

（北庁舎） 

（北庁舎） 

住民相談室�
環境対策課 都市整備課� 土木課�

住民課 

高齢障害課 

会計課 

都市計画課 
産業振興課�

教育長室 教育委員会総務課 生涯学習課 体育課 学校教育課 町史編集室 

企画課 

人権推進課 

生活安全課�

総務課�

第８会議室�

議会事務局 

町長室 
公室 
助役室 

議　場 

第６会議室 

第３会議室 選挙管理委員会 

第５会議室 第４会議室 
第１会議室 

（旧第２相談室） 

役場の組織が役場の組織が�
　　　変わります　　　変わります�
役場の組織が役場の組織が�
　　　変わります　　　変わります�
役場の組織が�
　　　変わります�
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だ
れ
も
が
安
心
し
て
Ｉ
Ｔ
社
会

の
便
益
を
享
受
す
る
た
め
の
制
度

的
基
盤
と
し
て
、
平
成
１５
年
５
月

に
公
布
さ
れ
た
個
人
情
報
保
護
法

が
平
成
１７
年
４
月
１
日
か
ら
全
面

施
行
さ
れ
ま
す
。 

●
主
な
内
容

　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
個

人
情
報
の
利
用
目
的
を
明
ら
か
に

し
、
そ
の
範
囲
内
で
取
り
扱
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
本

人
の
同
意
を
得
ず
に
個
人
デ
ー
タ

を
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と
は
原

則
禁
止
さ
れ
る
ほ
か
、
安
全
管
理

措
置
、
従
業
者
や
委
託
先
の
監
督

な
ど
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い

に
関
す
る
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
ま

す
。 

　
自
分
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、

事
業
者
に
開
示
等
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
個
人
情
報

に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
や
疑
問
は
、

そ
の
事
業
者
に
申
し
出
る
ほ
か
、

認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
、
国
民

生
活
セ
ン
タ
ー
の
苦
情
相
談
窓
口
、

県
庁
お
よ
び
町
役
場
な
ど
で
ご
相

談
い
た
だ
け
ま
す
。 

　
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の

委
員
は
任
期
満
了
と
な
り
ま
し
た

が
、
３
月
定
例
議
会
に
お
い
て
同

意
さ
れ
、
４
月
１
日
付
け
で
次
の

方
が
再
任
さ
れ
ま
し
た
。 

　
三
ツ
井
氏
は
、
平
成
９
年
４
月

か
ら
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
、
平
成
１１
年
５
月
か
ら
同
委

員
長
職
務
代
理
者
、
平
成
１４
年
４

月
か
ら
同
委
員
長
を
務
め
ら
れ
て

い
ま
す
。 

　
監
査
委
員
の
高
橋
節
男
氏
は
任
期

満
了
と
な
り
ま
し
た
が
、
３
月
定
例

議
会
に
お
い
て
同
意
さ
れ
、
３
月
１８

日
付
け
で
再
任
さ
れ
ま
し
た
。 

　
高
橋
氏
は
、
平
成
１３
年
３
月
か
ら

監
査
委
員
を
務
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 三ツ井　泉氏 

　
澤
田
氏
は
、
平
成
１１
年
４
月
か

ら
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
、
平
成
１４
年
４
月
か
ら
同
委
員

長
職
務
代
理
者
を
務
め
ら
れ
て
い

ま
す
。 

澤田　芳男氏 

　
森
田
氏
は
、
平
成
１４
年
４
月
か

ら
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
を
務
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

森田　伊久雄氏 

詳しくは内閣府国民生活局ホームページ 
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html

　この法律は、個人情報の有用性
に配慮しながら、個人の権利や利
益を保護することを目的としてい
ます。 

ポイントポイント
�

１�
ポイント

�

１�

　個人情報は思わぬところで悪用
される可能性もあります。ご自分
の個人情報をむやみに提供しない
ようにするなど、「自分の情報は自

分で守る」という意識も必要です。 

ポイントポイント
�

2
ポイント

�

2

監
査
委
員
に
高
橋
節
男
氏�

４月１日から

個人情報保護法が
　　   全面施行されます

あ
な
た
の
大
切
な�

個
人
情
報
を
守
る
た
め
に�
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